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番　　　号 件　　　　　　　　　　　　名

報告第６号
市長の専決処分事項の報告について
[損害賠償の額の決定及び和解]

報告第７号 令和６年度（2024年度）日光市一般会計継続費精算報告書について

報告第８号
令和６年度（2024年度）日光市一般会計等の決算に基づく健全化判断
比率及び資金不足比率について

報告第９号 債権の放棄について

議案第６８号 人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて

議案第６９号
日光市議会議員及び日光市長の選挙における選挙運動の公費負担に関
する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７０号
日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正す
る条例の制定について

議案第７１号 日光市公民館条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７２号
日光市移動等円滑化のために必要な都市公園施設の設置に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７３号 日光市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例の制定について

議案第７４号 日光市視聴覚ライブラリー条例を廃止する条例の制定について

議案第７５号
工事請負契約の締結について
[日光市公共施設ＬＥＤ照明整備事業］

議案第７６号
財産の貸付けについて
[旧日光市立小百小学校]

議案第７７号
令和６年度（2024年度）日光市下水道事業会計未処分利益剰余金の処
分について

議案第７８号 令和７年度（2025年度）日光市一般会計補正予算（第２号）について

議案第７９号
令和７年度（2025年度）日光市国民健康保険事業特別会計補正予算
（第１号）について

議案第８０号
令和７年度（2025年度）日光市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（第１号）について

議案第８１号
令和７年度（2025年度）日光市介護保険事業特別会計補正予算（第１
号）について

令和７年９月日光市議会定例会付議事件表
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番　　　号 件　　　　　　　　　　　　名

議案第８２号
令和７年度（2025年度）日光市診療所事業特別会計補正予算（第１
号）について

議案第８３号 令和６年度（2024年度）日光市一般会計決算の認定について

議案第８４号
令和６年度（2024年度）日光市国民健康保険事業特別会計決算の認定
について

議案第８５号
令和６年度（2024年度）日光市後期高齢者医療事業特別会計決算の認
定について

議案第８６号
令和６年度（2024年度）日光市介護保険事業特別会計決算の認定につ
いて

議案第８７号
令和６年度（2024年度）日光市診療所事業特別会計決算の認定につい
て

議案第８８号 令和６年度（2024年度）日光市温泉事業特別会計決算の認定について

議案第８９号
令和６年度（2024年度）日光市銅山観光事業特別会計決算の認定につ
いて

議案第９０号
令和６年度（2024年度）日光市公共用地先行取得事業特別会計決算の
認定について

議案第９１号 令和６年度（2024年度）日光市水道事業会計決算の認定について

議案第９２号 令和６年度（2024年度）日光市下水道事業会計決算の認定について
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 報告第６号 

 

市長の専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会において

指定されている事項について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によ

り報告する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 
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専決第６号 

 

専 決 処 分 書 

 

 平ケ崎地内で発生した物損事故に係る損害賠償の額の決定及び和解については、地方自

治法第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年(2025 年)５月３０日  専決処分 

 

日光市長 瀬 髙 哲 雄  

 

１ 事故発生日時  令和７年４月４日 午後３時４５分頃 

２ 発 生 場 所  日光市平ケ崎１３３番地６（平ケ崎地内） 

３ 相 手 方  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

４ 和 解 内 容 

（1） 市は損害額を負担すること。 

（2） 損害賠償金は示談成立後速やかに支払うこと。 

（3） 本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方とも異議の申し立てをしな

いこと。 

５ 損 害 賠 償 額  ７０，４００円 
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                                  報告第７号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市一般会計継続費精算報告書について 

 

 令和６年度（2024 年度）日光市一般会計継続費精算報告書については、別紙のとおり報

告する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   



（単位：円）

国県支出金 市 債 そ の 他 国県支出金 市 債 そ の 他 国県支出金 市 債 そ の 他

3 2

民生費 児童福祉費

7 2

商工費 観光費

2

712,000697,488,000 697,400,000 88,000計 757,000,000

9,424,000448,076,000

59,512,000 58,800,000756,200,000 800,000

448,000,000 76,0006 457,500,000 456,700,000 800,000

50,088,000 50,100,000 △ 12,000

724,0008,700,000

249,412,000 249,400,000 12,000

170,300,000 △ 87,238,000

今市地域保
育施設等適
正配置事業
費

5 299,500,000 299,500,000

421,938,000 284,100,000 137,838,000 83,062,000計 505,000,000 454,400,000 50,600,000

14,608,000 108,600,000 △ 93,992,000136,892,000 27,700,000 109,192,0006 151,500,000 136,300,000 15,200,000

68,454,000 61,700,000 6,754,000285,046,000 256,400,000 28,646,0005 353,500,000 318,100,000 35,400,000

0

一般財源

旧日光総合
会館解体整
備事業費

4 0 0

比 較

一般財源

左 の 財 源 内 訳

支 出 済 額

左 の 財 源 内 訳
年 割 額 と
支 出 済
額 の 差

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源

特 定 財 源年 割 額 特 定 財 源

令 和 ６ 年 度 （2024年度） 日 光 市 一 般 会 計 継 続 費 精 算 報 告 書

款 項 事 業 名 年度

全 体 計 画 実 績



報告第８号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市一般会計等の決算に基づく健全化 

判断比率及び資金不足比率について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及

び同法第２２条第１項の規定により、令和６年度（2024 年度）決算に基づく健全化判断比

率及び資金不足比率を、監査委員の意見を付けて、次のとおり報告する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

１ 健全化判断比率         

・実質赤字比率          ―  （ １２．０３％） 

・連結実質赤字比率        ―  （ １７．０３％） 

・実質公債費比率        ７．１％（ ２５．０ ％） 

・将来負担比率        ４９．０％（３５０．０ ％） 

２ 資金不足比率 

・水道事業会計          ―  （ ２０．０ ％） 

・下水道事業会計         ―  （ ２０．０ ％） 

・温泉事業特別会計        ―  （ ２０．０ ％） 

・銅山観光事業特別会計      ―  （ ２０．０ ％） 

３ 監査委員の意見 

  別紙のとおり 

 注１ 「―」は、赤字又は資金不足を生じていないため当該数値については該当なしを

表す。 

 注２ （  ）内は、当市の令和６年度決算に基づく健全化判断比率における早期健全

化基準及び資金不足比率における経営健全化基準を表す。 



                                   報告第９号 

 

債権の放棄について 

 

日光市債権管理条例（平成２４年日光市条例第４７号）第１５条第１項及び第２項の規

定により、次のとおり債権の放棄をしたので、同条第３項の規定により報告する。 

 

令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

 債権の名称 
放棄した事由及び 

放棄 年 月 日 

人数 

（人）

件数 

（件） 

放棄した債権

の額(円) 

1 市有地貸付料 
第１号適用 

令和７年３月１３日 
1 1  374,816 

２ 水道料金 
第１号適用 

令和７年３月２６日 
 8 275 3,183,256 

３ 市営住宅使用料 
第１号適用 

令和７年３月３１日 
18 18 4,086,900 

４ 生活保護費返還金 
第２号適用 

令和７年３月５日 
1 2 635,613 

 合  計  28 296 8,280,585 

 



議案第６８号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦することについては、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 

令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                             日光市長 瀬 髙 哲 雄 

 

    住    所    日光市森友４１３番地５７ 

    氏    名    上 吉 原 明 夫 

    生年月日    昭和３３年（1958 年）１２月２６日 

 

 

 

 

 



 
 

議案第６９号 

 

日光市議会議員及び日光市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 

日光市議会議員及び日光市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市議会議員及び日光市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

日光市議会議員及び日光市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成１

８年日光市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

第１１条第１号中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に改め、同条第２号中「５

８万６，９０５円」を「６０万９，６９０円」に、「２８円３５銭」を「３０円７３銭」に

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の日光市議会議員及び日光市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条 

例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を告示され 

る選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、な 

お従前の例による。 
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議案第７０号 

 

日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例 

の制定について 

 

日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

第１条 日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１８年日光市条例第３

５号）の一部を次のように改正する。 

  第８条の２第１項中「職員が、市規則の定めるところにより、その子」を「子」に改 

め、「含む。」の次に「第１５条及び第１８条の２第１項第３号を除き、以下この項、」を、

「別表第２において同じ。）」の次に「のある職員が、当該子」を、「除き」の次に「、市

規則の定めるところにより」を加え、同項第１号中「子のある職員」を「子」に改め、

同項第２号中「子のある職員であって、市規則で定めるもの」を「子」に改め、同条第

２項中「」とあるのは「第１５条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以

下「要介護者」という。）のある」と、「その」を削り、「含む。」の次に「第１５条及び

第１８条の２第１項第３号を除き、以下この項、」を、「同じ。）」の次に「」とあるのは

「第１５条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」とい

う。）」と、「当該子」を加える。 

  第１５条第１項中「第１８条の２第１項」を「第１８条の３第１項」に改める。 

  第１８条の３を第１８条の４とする。 

第１８条の２の見出し中「職員」を「職員等」に改め、同条第１項中「申告、請求又
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は申出（次条において「請求等」という。）」を「請求等」に改め、同条を第１８条の３

とし、同条の前に次の１条を加える。 

  （妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１８条の２  任命権者は、日光市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年日光市

条例第３６号）第２５条第１項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出

をした職員（以下この項において「申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

(１) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「出生時

両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(２) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」という。）に係る

申出職員の意向を確認するための措置 

(３) 日光市職員の育児休業等に関する条例第２５条第１項の規定による申出に係る

子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の

日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支

障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置 

２  任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「対象職員」

という。）に対して、市規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

(１) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「育児期

両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(２) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置 

(３) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の

状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両

立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措

置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した事項の取扱

いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

 （日光市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 日光市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年日光市条例第３６号）の一部

を次のように改正する。 
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  第２１条第２号中「及び勤務日ごとの勤務時間」及び「（以下「定年前再任用短時間勤

務職員等」という。）」を削り、「除く」の次に「。次条において同じ」を加える。 

  第２２条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１項中「部分

休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。以下同じ。）の承認は、休

暇等条例第６条第４項に規定する正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤

務職員等を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定め

られた勤務時間）の始め又は終わりにおいて」を「育児休業法第１９条第２項第１号に

掲げる範囲内で請求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」とい

う。）の承認は」に改め、同条第２項中「１１の項」を「１４の項」に、「部分休業」を

「第１号部分休業」に改め、同条第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、

同条の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第２２条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第１項

に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１時間を単位とし

て行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に

定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

(１) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、

当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数 

(２) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当該残時

間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第２２条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４月１日

から翌年３月３１日までとする。 

（育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定

める時間） 

第２２条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準とし

て条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間

とする。 

(１) 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

(２)  非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１０を乗じて
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得た時間 

（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２２条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷

又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第２項の規定によ

る申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第３項の規定に

よる変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ同項の職員の小学校就学の始期

に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。 

第２３条中「職員が」の次に「育児休業法第１９条第１項に規定する」を加える。 

第２４条中「第１３条の規定は、部分休業について準用する」を「育児休業法第１９

条第６項において準用する育児休業法第５条第２項の条例で定める事由は、職員が第３

項変更をしたときとする」に改める。 

（日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８年日光市条例

第５０号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第２項中「一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）」を「全部又は一

部」に改める。 

（日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８年日光市条例第２

７１号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第２項中「一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）」を「全部又は一

部」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第２項第

２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和８年３月３１日までの間に

おける部分休業の承認の請求をする場合における第２条の規定による改正後の日光市職

員の育児休業等に関する条例第２２条の４の規定の適用については、同条第１号中「７

７時間３０分」とあるのは「３８時間４５分」と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」
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とする。 
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議案第７１号 

 

日光市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市公民館条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市公民館条例の一部を改正する条例 

 

 日光市公民館条例（平成１８年日光市条例第１００号）の一部を次のように改正する。 

別表第１(１)の部日光市中央公民館の項及び(２)の部日光市今市公民館の項中「日光市

平ケ崎１６０番地」を「日光市豊田７９番地１」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２(第１０条関係) 

(１) 中央公民館 

区分 使用単位 

（午前９時から午後９時ま

で） 

使用料 

  円 

多目的室１ １時間 ７００

（１，４００）

多目的室２ １時間 ４００

（８００）

会議室１ １時間 ４００

（８００）

会議室２ １時間 ３００
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（６００）

音楽室 １時間 ５００

（１，０００）

フィットネス室 １時間 ４００

（８００）

和室 １時間 ３００

（６００）

託児室 １時間 １００

（２００）

調理室 １回 ２，０００

（４，０００）

備考 ( )は、市外居住者が使用する場合の使用料とする。  

(２) 地区公民館 

公民館名 区分 午前 

（午前８時３０分

から正午まで） 

午後 

（午後１時から午

後５時まで） 

夜間 

（午後６時から午

後１０時まで） 

落合公民館         円        円 円 

大ホール ９９０ 

（１，４９０） 

９９０

（１，４９０）

９９０

（１，４９０）

会議室１ ８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

会議室２ ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

会議室３ ８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

和室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

調理室 １回の使用につき １，８８０

（２，８２０）
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豊岡公民館 会議室１ ９９０ 

（１，４９０） 

９９０

（１，４９０）

９９０

（１，４９０）

会議室 

（２・３） 

８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

和室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

調理室 １回の使用につき １，８８０

（２，８２０）

大沢公民館 会議室 

（１・２・３） 

８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

学習室 

（１・２） 

５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

多目的室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

和室 

（１・２） 

５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

幼児室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

調理室 １回の使用につき １，８８０

（２，８２０）

小林公民館 大会議室 ８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

中会議室 ８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

小会議室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

和室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

調理室 １回の使用につき １，８８０
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（２，８２０）

日光公民館 視聴覚室 ８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

会議室 ８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

小会議室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

多目的室 ８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

和室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

調理室 １回の使用につき １，８８０

（２，８２０）

小来川公民館 会議室 ２００ 

(３００) 

２００

(３００)

２００

(３００)

中宮祠公民館 会議室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

和室 ４１０ 

(６２０) 

４１０

(６２０)

４１０

(６２０)

調理室 １回の使用につき １，５６０

（２，４００）

藤原公民館 視聴覚室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

会議室 

（１・２・３） 

８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

多目的室 ８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

調理室 １回の使用につき １，８８０

（２，８２０）
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三依公民館 会議室 

（１・２） 

８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

調理室 １回の使用につき １，８８０

（２，８２０）

足尾公民館 会議室 

（１・２・３） 

８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

学習室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

和室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

調理室 １回の使用につき １，８８０

（２，８２０）

栗山公民館 会議室 

（１・２・３） 

８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

小会議室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

和室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

調理室 １回の使用につき １，８８０

（２，８２０）

湯西川公民館 会議室１ ８３０ 

（１，２５０） 

８３０

（１，２５０）

８３０

（１，２５０）

会議室２ ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

和室 ５１０ 

(８３０) 

５１０

(８３０)

５１０

(８３０)

調理室 １回の使用につき １，８８０

（２，８２０）

備考 ( )は、市外居住者が使用する場合の使用料とする。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において教育委員会規則で

定める日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後における公民館の使用に係る申

請、許可及び使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前に

おいても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。 

 



議案第７２号 

 

日光市移動等円滑化のために必要な都市公園施設の設置に関する基準を定める  

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市移動等円滑化のために必要な都市公園施設の設置に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市移動等円滑化のために必要な都市公園施設の設置に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例  

 

日光市移動等円滑化のために必要な都市公園施設の設置に関する基準を定める条例（平

成２４年日光市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第６号中「第２１条第２項第１号」を「第２２条第２項第１号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 

議案第７３号 

 

日光市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例の制定について 

 

日光市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例 

 

日光市勤労青少年ホーム条例（平成１８年日光市条例第１１０号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１２月１日から施行する。 

 （日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年日

光市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１勤労青少年ホーム運営委員会委員の項を削る。 

 （日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正） 

３ 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例（平成２２年

日光市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

  別表日光市勤労青少年ホームの項を削る。 

 

 

 



 

議案第７４号 

 

日光市視聴覚ライブラリー条例を廃止する条例の制定について 

 

日光市視聴覚ライブラリー条例を廃止する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市視聴覚ライブラリー条例を廃止する条例 

 

日光市視聴覚ライブラリー条例（平成１８年日光市条例第１０５号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

 



議案第７５号 

 

工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

日光市長 瀬 髙 哲 雄    

 

１ 事 業 名   日光市公共施設ＬＥＤ照明整備事業 

２ 事 業 箇 所   日光市内全域 

３ 契 約 の 方 法   随意契約 

４ 請負契約金額   設計施工一括契約額 ３３９，１３０，０００円 

           （内工事請負額   ３１７，２４０，０００円） 

５ 契約の相手方   小山市大字外城８１番地９ 

           アクリーグ株式会社 

            代表取締役 磯山 貴志 
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議案第７６号 

    

財産の貸付けについて 

 

次のとおり財産を貸し付けるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第６号の規定により議会の議決を求める。 

    

令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

             日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

１ 貸付けをする財産    

(１) 土地 

   所  在  日光市小百５２４番１ 外１１筆 

   地 積  ９，０８２㎡ 

(２) 建物  

所在地  日光市小百５３１番地 

   名称等  旧日光市立小百小学校 

校舎（木造・一部鉄骨造平家建 ２，２５５㎡） 

         体育館（鉄筋コンクリート造平家建 ７００㎡） 

         プール（鉄筋コンクリート造平家建 ４８３㎡） 

         プール更衣室（鉄骨造平家建 ３３㎡） 

         プール機械室（鉄骨造平家建 １１㎡） 

体育器具庫（木造平家建 ４１㎡） 

         倉庫（木造平家建 ２６㎡） 

         外トイレ（鉄骨造平家建 １２㎡） 

ポンプ室（鉄筋コンクリート造平家建 ９㎡） 

学校体育施設開放用建物（鉄骨造平家建 ９㎡） 

学校体育施設開放用建物（鉄骨造平家建 ９㎡） 

         オイル庫（鉄筋コンクリート造平家建 ７㎡） 
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２ 貸 付 け の 期 間   

令和７年１０月１日から令和２３年３月３１日まで 

 

３ 貸 付 け の 金 額   

土地 年額１㎡当たり１３５円（事業面積に応じた金額）  

  建物 無償 

 

４ 貸付けの相手方   

株式会社Ｃｈｉｋａ－Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ・アクリーグ株式会社共同事業体 

  構成員 日光市御幸町５９１番地 

株式会社Ｃｈｉｋａ－Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ  

代表取締役 水野 高志  

  構成員 小山市大字外城８１番地９ 

      アクリーグ株式会社 

代表取締役 磯山 貴志 



議案第７７号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

令和６年度（2024 年度）日光市下水道事業会計未処分利益剰余金３９２，２３０，２４

６円のうち６６，１５０，３６６円を減債積立金へ積み立て、３２６，０７９，８８０円

を資本金へ組み入れることについて、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３

２条第２項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

令和７年（2025 年）８月２９日 提 出   

 

             日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 



議案第７８号 

 

令和７年度（2025 年度）日光市一般会計補正予算（第２号）について 

 

 令和７年度（2025 年度）日光市一般会計予算については、別冊のとおり補正するものと

する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

        日光市長  瀬 髙 哲 雄   

 

 



議案第７９号 

 

令和７年度（2025 年度）日光市国民健康保険事業特別会計 

補正予算（第１号）について 

 

 令和７年度（2025 年度）日光市国民健康保険事業特別会計予算については、別冊のとお

り補正するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

        日光市長  瀬 髙 哲 雄   

 

 

 



議案第８０号 

 

令和７年度（2025 年度）日光市後期高齢者医療事業特別会計 

補正予算（第１号）について 

 

 令和７年度（2025 年度）日光市後期高齢者医療事業特別会計予算については、別冊のと

おり補正するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

        日光市長  瀬 髙 哲 雄   

 

 

 



議案第８１号 

 

令和７年度（2025 年度）日光市介護保険事業特別会計 

補正予算（第１号）について 

 

 令和７年度（2025 年度）日光市介護保険事業特別会計予算については、別冊のとおり補

正するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

        日光市長  瀬 髙 哲 雄   

 



議案第８２号 

 

令和７年度（2025 年度）日光市診療所事業特別会計 

補正予算（第１号）について 

 

 令和７年度（2025 年度）日光市診療所事業特別会計予算については、別冊のとおり補正

するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

        日光市長  瀬 髙 哲 雄   

 



議案第８３号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市一般会計決算の認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市一般会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

 



議案第８４号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市国民健康保険事業特別会計決算の認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市国民健康保険事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に

付する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 



議案第８５号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市後期高齢者医療事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

 



議案第８６号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市介護保険事業特別会計決算の認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市介護保険事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

 



議案第８７号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市診療所事業特別会計決算の認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市診療所事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

 



議案第８８号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市温泉事業特別会計決算の認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市温泉事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

 



議案第８９号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市銅山観光事業特別会計決算の認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市銅山観光事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

 



議案第９０号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市公共用地先行取得事業特別会計決算の認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市公共用地先行取得事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認

定に付する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

 



議案第９１号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和６年

度（2024 年度）日光市水道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 



議案第９２号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市下水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和６年

度（2024 年度）日光市下水道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付

する。 

 

  令和７年（2025 年）８月２９日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 


